
保
健
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
四
十
二
号

保
健
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

保
健
所
長
に
対
す
る
事
務
委
任
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
四
月
奈
良
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
号
中

を

と
し
、

か
ら

ま
で
を

か
ら

ま
で
と
し
、
同
号

中
「
営
業
」

(九)

(十)

(八)

を
「
旅
館
業
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
七
条
の
二
」
を
「
第
七
条
の
二
第

(八)

(九)

(七)

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

中
「
第
七
条
第
一
項
」
の
下
に

(七)

(八)

(六)

「
及
び
第
二
項
」
を
加
え
、
「
若
し
く
は
検
査
さ
せ
る
」
を
「
検
査
し
、
若
し
く
は
質
問
さ
せ
る
」
に

改
め
、
同
号

を
同
号

と
し
、
同
号

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(六)

(七)

(五)

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宿
泊
者
名
簿
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要

(六)
が
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

第
二
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

二
十
一

住
宅
宿
泊
事
業
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
六
十
五
号
。
以
下
本
号
に
お
い
て
「
法
」
と
い

う
。
）
、
住
宅
宿
泊
事
業
法
施
行
規
則
（
平
成
二
十
九
年
厚
生
労
働
省
・
国
土
交
通
省
令
第
二
号
。

以
下
本
号
に
お
い
て
「
規
則
」
と
い
う
。
）
及
び
奈
良
県
住
宅
宿
泊
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
に

関
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
六
十
五
号
。
以
下
本
号
に
お
い
て
「
条
例
」
と
い

う
。
）
中
次
の
事
項
を
行
う
こ
と
。

法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

(一)

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

(二)

法
第
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
す
る
こ
と
。

(三)

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
宿
泊
者
名
簿
の
提
出
を
要
求
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要

(四)
が
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。

法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
理
す
る
こ
と
。

(五)

法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
必
要
な
措
置
を
と
る
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
。

(六)

法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
業
務
の
停
止
を
命
ず
る
こ
と
。

(七)

法
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
宅
宿
泊
事
業
の
廃
止
を
命
ず
る
こ
と
。

(八)

法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
宅
宿
泊
事
業
者
に
通
知
す
る
こ
と
。

(九)

十
二

十
三

十
一

十
二



法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
立
ち
入
り
、
検
査
し
、
若

(十)
し
く
は
質
問
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が
あ

る
。

法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
報
告
を
求
め
、
又
は
職
員
に
立
ち
入
り
、
検
査
し
、

若
し
く
は
質
問
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
知
事
が
こ
れ
を
行
う
こ
と
が

あ
る
。規

則
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
住
民
票
の
抄
本
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面
の
提
出
を

求
め
る
こ
と
。

規
則
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
届
出
番
号
を
通
知
す
る
こ
と
。

条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
過
料
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
六
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。

十
一

十
二

十
三

十
四
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